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1.長寿命化計画修正 

1.1 長寿命化計画の目的 

 高度成長期に集中的に建設された土木構造物は多数存在しており、今後の経年劣化により施

設の老朽化が進行し、維持管理に要する費用が膨大になると予想される。限られた財源の中で、

限られた社会資本ストックを有効に活用するためには、計画的・効率的な維持管理を行うこと

は重要であり、本トンネルについても同様な取り組みが必要である。 

 トンネル長寿命化計画を立案する目的を以下に示す。 

  ・当自治体が管理するトンネルの計画的な点検及び診断を実施すること。 

  ・必要な対策を適切な時期に着実かつ効率的･効果的に実施すること。 

  ・これらの取り組みを通じて得られた情報を記録し、次期の点検･診断等に活用するなど

「メンテナンスサイクル」を構築し、継続的に施設を保存する。 

  ・市民の安全･安心を確保し、中長期的な維持管理に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図り、市民の財産であるトンネルを適切に管理することを長寿命化計画の目的と

している。 
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1.2 長寿命化修繕計画の対象範囲 

 計画の対象施設は、図-8.6.1 及び図-8.6.2 に示すとおりである。 

 トンネルを大きく分けると「トンネル本体工」と「附属物」で構成されており、具体的には

下記に示す施設で構成されている。 

1) トンネル本体工 

 覆工、坑門、内装版、天井板、路面、路肩、排水施設及び補修・補強材 

2) 附属物 

 附属施設（照明施設、非常用施設、換気施設）、標識、情報板、吸音板等、トンネル内や坑

門付近に設置されるものの総称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検対象箇所(トンネル内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検対象箇所(トンネル坑口部) 
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1.3 道路トンネルの現状 

 当自治体が管理する道路トンネルは徳之島トンネルのみの1施設であり、定期点検の結果は以

下に示すとおりであった。 

 

トンネル 

徳之島トンネル 

 

完成/供用年次 平成 12 年(23 年経過) 

トンネル延長 314.0m 

今回点検による 

健全度判定 

Ⅱ 

 前回点検より部分的に損傷の進行等が見られたが、トンネルの機能に支

障が生じていないこと、利用者への危険性も小さいことから判定区分

「Ⅱ」とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

起点側坑口部 終点側坑口部 

トンネル内部 
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1.4 道路トンネルの維持管理の考え方 

(1) トンネル点検 

 トンネル点検は、トンネル本体工の変状や附属物の異常を発見し、その程度を把握すること

を目的として、定められた方法により、必要な機器を用いてトンネル本体や附属物の異常を確

認し、必要に応じた応急措置を実施することである。 

 また、点検には、定期点検のほか、日常点検、異常時点検、臨時点検がある。 

 定期点検は、定められた頻度や方法で点検を実施し、その結果を定量的・定性的に診断し、

点検表に記録を残す一連の行為を示す。 

 日常点検は、変状等の早期発見を図るため、原則として道路の通常パトロールに併せて実施

するトンネルの全延長を対象とした目視点検である。 

 異常時点検は、日常点検により変状や異常が発見された場合に実施する点検である。 

 臨時点検は、自然災害や事故災害等が発生した場合に、主に通行の安全を確認するために行

う点検である。 
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 以下に、各点検の基本的なフローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 維持管理の基本方針 

 トンネルの維持管理では、メンテナンスサイクル(点検、診断、措置、記録)を確実に実施す

ることが重要で、トンネルの維持管理で基本的な考え方を以下に列挙する。 

  ・点検によりトンネルの状態を適切に把握した上で、計画的な補修･補強対策を実施するこ

とで、第三者被害や長期間の交通規制等を防止し、安全･安心な道路交通の確保を行う。 

  ・トンネル維持管理の考え方を「事後保全型」から「予防保全型」に転換することで、維

持管理費用の平準化を図るとともに、ライフサイクルコストの縮減を図る。 

  ・道路構造物の維持管理を効率的に進めるため、必要となるメンテナンスサイクル(点検～

診断～措置～記録)を持続的に回す仕組みを構築する。 
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 以下に、道路トンネルのメンテナンスサイクルの基本フローを示す。 
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(3) 健全度判定 

 トンネルに発生する変状原因は、以下の３項目で変状形態が分類される。 

 

トンネルの劣化及び損傷原因 

 

 

 

 

 

 

 また、点検結果に基づく変状に対する健全性の診断は、「外力」、「材質劣化」、「漏水」等の変

状に応じて、以下の区分で判定する。 

 

判定区分 
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(4) 対策工法の選定と耐用年数 

 トンネル維持管理におけるライフサイクルコストを考慮する上で、対象トンネルで既に施工

されている対策工の耐用年数を考慮して、再施工を行う場合のコストを考慮する必要がある。

表-8.8.3 に、代表的な対策工法の再施工までの耐用年数を示す。 

 また、ひび割れ注入工による対策工の耐用年数は、「道路トンネル維持管理便覧」(附属資料

1:鉄筋コンクリート構造におけるひび割れの原因確定, 調査方法および対策)に示す耐用年数よ

り 20 年と設定した。 

対策工の種類と選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路トンネル維持管理便覧 P 付-7 より 



 

1.5 トンネルの維持管理計画案と今後の取り組み 

(1) トンネル長寿命化に向けた今後の取り組み 

 トンネル長寿命化計画の成果と有効性を評価していくためには、ＰＤＣＡマネジメ

ントサイクルに基づき事後評価(フォローアップ)を行い、維持管理の最適化を図ると

ともに評価結果を公表することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡマネジメントサイクル 

（2）新技術・新工法の活用及びコスト縮減効果について 

点検及び修繕に際しては、効果が見込まれる新技術を積極的に活用し、令和 7年ま

でに約 1 百万円の費用の削減を目指す。また、維持管理計画を行う上では、常に最新

の新技術・新工法について検討を行い、効率的維持管理かつコスト縮減を目指すこと

とし、施設の長寿命化を図る。 

（3）維持管理計画案 

 維持管理経計画の対象である「徳之島トンネル」の今後 50 年経過を視野に入れた

補修計画案を次頁に示す。 

 なお、トンネル照明については今後、現況のナトリウム灯から LED 化した方が維持

管理費の削減が見込めるため、この点についても計画に盛り込んでいる。現況のナト

リウム灯と LED 化した際のライフサイクルコスト比較は維持管理計画案の次頁から示

す。 


